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国
保
に
加
入
す
る
に
は

 

市
内
在
住　

歳
の
男
性
で

２５

す
。
７
月
末
に
現
在
勤
務
し
て
い

る
会
社
を
退
職
す
る
予
定
で
す
。

退
職
に
伴
い
「
国
民
健
康
保
険
」

に
加
入
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
加

入
手
続
き
に
必
要
な
書
類
、
手
続

き
場
所
、
保
険
証
を
も
ら
え
る
ま

で
の
期
間
等
教
え
て
く
だ
さ
い
。

な
お
、
世
帯
主
は
「
国
民
健
康
保

険
」
に
加
入
し
て
い
ま
す
。

 

一
般
的
に
国
民
健
康
保
険
の

加
入
手
続
き
の
際
、
必
要
な
も
の

ＱA

は
、
加
入
し
て
い
た
健
康
保
険
の

資
格
喪
失
証
明
書
あ
る
い
は
退
職

を
証
明
す
る
書
類
及
び
印
鑑
等
で

す
。
そ
の
ほ
か
、
同
一
の
世
帯
で

国
民
健
康
保
険
の
加
入
者
が
い
る

場
合
は
「
国
民
健
康
保
険
の
保
険

証
」
も
必
要
と
な
り
ま
す
。
加
入

手
続
き
は
市
役
所
２
階
保
険
年
金

課
、
七
生
支
所
で
で
き
ま
す
。

　

必
要
な
書
類
等
が
整
っ
て
い

て
、
手
続
き
を
保
険
年
金
課
で
さ

れ
た
場
合
、
保
険
証
の
即
日
交
付

が
可
能
で
す
（
七
生
支
所
で
手
続

き
さ
れ
た
場
合
は
郵
送
と
な
り
ま

す
）。

（
市
民
相
談
担
当
）

 
■
７
月
の
人
権
擁
護
委
員
活
動

▼
地
域
座
談
会
（
学
び
・
気
づ
き
の

場
）
〜
直
接
会
場
へ

﹇
日
時
﹈　

日
�
午
後
１
時
〜
３
時

２９

﹇
会
場
﹈多
摩
平
交
流
セ
ン
タ
ー﹇
内

容
﹈
ひ
の
っ
子
す
く
す
く
プ
ラ
ン
に

つ
い
て
﹇
講
師
﹈
子
育
て
課
職
員

▼
子
ど
も
自
然
体
験
活
動
（
笑
顔
で

キ
ャ
ン
プ
！
）
〜
檜
原
フ
ァ
イ
ト
村

﹇
日
程
﹈　

日
�
※
日
帰
り
﹇
内
容
﹈

１８

北
秋
川
で
川
遊
び
を
し
よ
う
！
﹇
対

象
﹈
小
・
中
学
生
﹇
定
員
﹈ 

先
着　
１０

人﹇
費
用
﹈ 
２
千
円（
交
通
費
ほ

か

）﹇
申

込
み
﹈　

日
�
（
必
着
）
ま
で
に
往

１０

復
ハ
ガ
キ
で
。
往
信
用
裏
面
に
住

所
、
氏
名
、
年
齢
、
電
話
番
号
を
記

入
し
、
〒　

�
０
０
２
２
新
井　

の

１９１

８６３

　

平
清
太
郎
へ

６４▼
君
と
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
ホ
ッ
ト
ラ
イ

ン
（
電
話
・
面
接
・
匿
名
相
談
可
）

﹇
内
容
﹈
子
ど
も
人
権
オ
ン
ブ
ズ
マ

ン
に
よ
る
い
じ
め
・
体
罰
・
不
登
校

・
児
童
虐
待
な
ど
の
相
談
※
秘
密
厳

守
﹇
電
話
（
Ｆ
Ａ
Ｘ
）
番
号
﹈
昼
間

　

・　

・
２
４
６
６
、
夜
間　

・
２

０４２

３７１

５９１

３
１
５
※
Ｆ
Ａ
Ｘ
は　

時
間
受
付

２４

　

以
上
、
い
ず
れ
も
﹇
問
合
せ
先
﹈

市
長
公
室
市
民
相
談
担
当

■
高
年
齢
者
就
業
相
談
〜
高
年
齢
者

の
再
就
職
を
応
援
し
ま
す

　

概
ね　

歳
以
上
の
就
職
希
望
の
方

５５

を
対
象
に
、
就
業
相
談
を
開
催
し
ま

す
。

﹇
日
時
﹈７
月　

日
�
・　

日
�
午
後

１３

２７

１
時　

分
〜
４
時﹇
会
場
﹈高
幡
図
書

３０

館﹇
問
合
せ
先
﹈国
分
寺
高
年
齢
者
就

業
相
談
所
（
�　

・　

・
４
９
６
１
）

０４２

３２４

■
７
月
は
「
青
少
年
の
非
行
防
止
問

題
に
取
り
組
む
全
国
強
調
月
間
」

　

市
民
一
人
ひ
と
り
が
青
少
年
の
非

行
防
止
と
健
全
育
成
、
社
会
環
境
の

浄
化
を
考
え
ま
し
ょ
う
。（子

育
て
課
）

■
就
学
相
談
を
実
施

　

お
子
さ
ん
の
入
園
・
入
学
に
不
安

を
お
持
ち
の
方
の
相
談
を
受
け
付
け

ま
す
。
ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

﹇
日
時
﹈
月
曜
〜
金
曜
日
午
前
９
時

〜
午
後
４
時
﹇
対
象
﹈
来
年
度
か
ら

幼
稚
園
、
小
・
中
学
校
に
入
る
予
定

の
お
子
さ
ん
※
秘
密
厳
守
﹇
申
込
み

先
﹈
学
校
課

■　

％
の
プ
レ
ミ
ア
ム
付
き
カ
ワ
セ

１０
ミ
商
品
券
（
市
内
共
通
商
品
券
）
を

販
売

﹇
販
売
日
時
﹈ 
７
月
７
日
�
午
前　
１０

時
〜
売
り
切
れ
ま
で
※
１
日
限
り

﹇
販
売
場
所
﹈ 
左
図
の
特
設
販
売
所

（
６
カ
所
）﹇
内
容
﹈
１
万
円
で
１
万

１
千
円
分
※
一
人　

万
円
ま
で
購
入

２０

可
﹇
使
用
期
限
﹈　

月　

日
�
﹇
問

１２

３１

合
せ
先
﹈日
野
市
商
業
協
同
組
合（
�

　

・
１
６
３
１
）

５８４■
ペ
ン
キ
や
薬
剤
等
の
不
法
投
棄
は

絶
対
に
や
め
て
く
だ
さ
い

　

最
近
、
市
内
の
河
川
や
用
水
で
白

濁
や
油
の
流
出
事
故
が
頻
繁
に
発
生

し
て
い
ま
す
。
原
因
の
多
く
は
ペ
ン

キ
が
付
着
し
た
機
材
の
洗
浄
水
や
、

使
い
残
し
の
薬
剤
、
オ
イ
ル
な
ど

が
、
側
溝
や
河
川
、
用
水
に
不
法
投

棄
さ
れ
た
た
め
で
す
。
汚
水
や
油
の

除
去
な
ど
現
状
復
帰
の
措
置
は
、
原

因
者
の
責
任
で
す
。

　

ペ
ン
キ
や
薬
剤
、
油
な
ど
は
、
た

と
え
少
量
で
も
影
響
は
大
き
く
、
魚

な
ど
の
生
き
物
に
影
響
を
与
え
る
ば

か
り
か
、
下
流
に
住
む
方
の
健
康
や

農
作
物
に
大
き
な
被
害
を
与
え
か
ね

ま
せ
ん
。
少
量
の
場
合
で
も
適
正
に

処
理
し
、
河
川
、
用
水
、
及
び
下
水

道
や
側
溝
に
捨
て
な
い
よ
う
に
お
願

い
し
ま
す
。

　

ま
た
、
河
川
、
用
水
で
異
常
が
見

ら
れ
た
場
合
は
、ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

﹇
問
合
せ
先
﹈
環
境
保
全
課

■「
子
ど
も
と
楽
し
む
公
園
マ
ッ
プ
」

追
加
配
布

 
「
子
ど
も
と
楽
し
む
公
園
マ
ッ
プ
」

は
好
評
に
つ
き
、
当
初
の
配
布
予
定

部
数
を
終
了
い
た
し
ま
し
た
。
現
在

増
刷
中
で
、
７
月
中
旬
に
配
布
予
定

で
す
。

﹇
問
合
せ
先
﹈
緑
と
清
流
課
公
園
係

 
■
用
途
地
域
等
が
見
直
さ
れ
ま
し
た

　

市
で
は
、
一
昨
年
７
月
か
ら
用
途

地
域
等
の
見
直
し
に
つ
い
て
作
業
を

し
て
き
ま
し
た
。
新
し
い
用
途
地
域

等
が
、
東
京
都
と
日
野
市
に
よ
り
６

月　

日
に
公
示
・
施
行
さ
れ
ま
し
た
。

２４
内
容
に
つ
い
て
は
広
報
次
号
で
特
集

し
ま
す
。
詳
細
は
都
市
計
画
課
へ
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

■
教
育
委
員
会
第
４
回
定
例
会

　

平
成　

年
度
第
４
回
定
例
会
は
、

１６

７
月
８
日
�
午
後
２
時
か
ら
開
催
。

﹇
問
合
せ
先
﹈
教
育
庶
務
課

 
■
国
民
健
康
保
険
税
の
納
税
通
知
書

を
発
送
し
ま
す
〜
納
税
に
ご
協
力
を

　

平
成　

年
度
の
国
民
健
康
保
険
税

１６

の
納
税
通
知
書
を
７
月　

日
�
に
世

１５

帯
主
あ
て
に
お
送
り
し
ま
す
。

　

平
成　

年
度
か
ら
納
期
を
５
期
か

１６

ら
９
期
に
変
更
し
ま
し
た
。
納
期
は

７
月
か
ら
翌
年
３
月
ま
で
の
９
回

で
、
第
１
期
の
納
期
限
は
８
月
２
日

�
で
す
。

▼
保
険
税
の
計
算
方
法

　

国
民
健
康
保
険
税
は
世
帯
単
位
で

計
算
さ
れ
ま
す
。
課
税
額
は
、
�
所

得
割
額
�
資
産
割
額
�
均
等
割
額
�

平
等
割
額
か
ら
な
っ
て
い
ま
す
（
左

表
参
照
）。　

歳
未
満
・　

歳
以
上
の

４０

６５

方
は
「
医
療
保
険
分
」
の
み
、　

歳
４０

以
上　

歳
未
満
（
介
護
保
険
第
２
号

６５

被
保
険
者
）の
方
は「
医
療
保
険
分
と

介
護
保
険
分
」の
合
計
と
な
り
ま
す
。

▼
生
活
が
困
窮
し
た
と
き
は
相
談
を

　

生
活
が
著
し
く
困
窮
し
、
保
険
税

を
納
付
す
る
こ
と
が
困
難
な
場
合
は

ご
相
談
く
だ
さ
い
。

▼
便
利
で
確
実
な
口
座
振
替

　

指
定
の
預
貯
金
口
座
か
ら
、
各
納

期
の
最
終
日
に
自
動
的
に
振
り
替
え

ま
す
の
で
、
手
間
が
か
か
ら
ず
納
め

忘
れ
も
な
く
大
変
便
利
で
す
。

﹇
申
し
込
み
方
法
﹈
納
税
通
知
書
に

同
封
の
口
座
振
替
申
込
書
に
記
入

し
、
通
帳
届
出
印
を
押
印
の
う
え
お

送
り
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
市
内
の
金

融
機
関
で
も
申
込
用
紙
を
備
え
付
け

て
い
ま
す
。
金
融
機
関
の
窓
口
で
申

し
込
む
場
合
は
、
�
預
金
通
帳
と
通

帳
印
�
納
税
通
知
書
を
お
持
ち
く
だ

さ
い
。

　

以
上
、﹇
問
合
せ
先
﹈保
険
年
金
課

保
険
税
係

■
海
の
家
を
開
設
〜
国
民
健
康
保
険

加
入
者
を
対
象

　

東
京
都
国
民
健
康
保
険
団
体
連
合

会
で
は
、「
海
の
家
」を
開
設
し
ま
す
。

　

利
用
希
望
者
は
市
役
所
２
階
保
険

年
金
課
、
七
生
支
所
、
豊
田
駅
連
絡

所
で
無
料
利
用
券
を
受
け
取
り
、
施

設
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

﹇
開
設
期
間
﹈
７
月　

日
�
〜
８
月

１０

　

日
�
午
前
９
時
〜
午
後
５
時
﹇
施

２５設
﹈
江
の
島
東
浜
海
岸
「
人
魚
や
す
」

※
海
の
家
に
は
駐
車
場
は
あ
り
ま
せ

ん
﹇
対
象
﹈
国
民
健
康
保
険
加
入
者

※
利
用
券
１
枚
で
３
人
ま
で
。
団
体

で
の
利
用
は
で
き
ま
せ
ん
﹇
問
合
せ

先
﹈
保
険
年
金
課
給
付
係

■
平
成　

年
度
の
国
民
年
金
保
険
料

１６

の
免
除
申
請
を
受
け
付
け
ま
す

　

免
除
期
間
は
申
請
し
た
前
月
か
ら

と
な
り
ま
す
の
で
、
７
月
か
ら
免
除

を
希
望
さ
れ
る
方
は
、
８
月　

日
�

３１

ま
で
に
申
請
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ

い
。
な
お
、
平
成　

年
度
に
免
除
を

１５

受
け
た
方
で
継
続
を
希
望
さ
れ
る
方

は
、再
度
申
請
手
続
き
が
必
要
で
す
。

﹇
問
合
せ
先
﹈
保
険
年
金
課
年
金
係

 
■
介
護
保
険
の
新
規
事
業
者
を
紹
介

 
﹇
内
容
・
事
業
者
名
﹈
訪
問
介
護
…

　

ま
ご
こ
ろ
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー

（
石
田　

の
１
プ
ー
ラ
１
１
９
３
・

２５

　

号
�　

・
６
７
９
７
）
／
痴
ほ
う

１０２

５８５

対
応
型
共
同
生
活
介
護
…
グ
ル
ー
プ

ホ
ー
ム
ぷ
あ
そ
ん
（
西
平
山
３
の
２

の
４
�　

・
６
２
４
４
）﹇
問
合
せ
先
﹈

５８２

高
齢
福
祉
課
在
宅
サ
ー
ビ
ス
係

日野販売所

豊田販売所

南平販売所

日野本町販売所

多摩平販売所

高幡販売所

●国民健康保険税の計算方法（年間）

介護保険分＝�＋�
（限度額７万円）

�所得割額：所得に応じて計算
する額（前年の総所得金額－
基礎控除３３万円）×０．８４／１００

�均等割額
　（該当者の人数）×８，５００円

医療保険分＝�＋�＋�＋�
（限度額５３万円）

�所得割額：所得に応じて計算す
る額（前年の総所得金額－基礎
控除３３万円）×５．０／１００

�資産割額：固定資産税額に応じ
て計算する額（本年度の固定資
産税額）×１０／１００

�均等割額：世帯の加入者数に応
じて計算する額

　（加入者の人数）×１５，６００円

�平等割額：１世帯に７，０００円が
課されます


